
職員・利用者・家族等周辺でコロナ陽性者が出た場合の就労についての判断
　　　　R2.12.8作成
感染対策委員会

保健所による判断

判断が出るまでは出勤不可

接触者 濃厚接触者

PCR検査 保健所の指示なし

保健所の指示にしたがい、入院治療

体調管理表で体調確認

感染対策委員会と相談
（症状等によってはDrに相談してから出勤）

保健所の指示のもと自宅待機
（接触日から14日間）

陰性
陰性

陽性 陽性

※保健所の指示のもと、接触日から約5日目に

PCR検査施行

コロナ陽性者がでた場合

非接触者

PCR検査

濃厚接触者ではないが、念の

ためPCR検査を受けられる方 ・感染が確定した患者さんと同居、あるいは長期間の接触がある人（電車や飛行機での接触も含む）

・適切な感染防護なく感染が確定した患者さんを診察・看護・介護していた医療・介護従事者

・感染が確定した患者さんの咳・くしゃみのしぶき・鼻水などに直接触れた可能性が高い人

・感染が確定した患者さんと手で触れることのできる距離（およそ1m）で、マスクなどの感染予防策なく

15分以上の接触があった人


